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告　　　　　示

山形県告示第993号

　令和４年12月県告示第954号（家畜伝染病のまん延を防止するための家畜等及び区域の指定）の一部を次のよう

に改正する。

　令和４年12月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山形県知事　　吉　　　村　　美　栄　子

　「及び移出」を削る。

　第２項を次のように改める。

２　指定する県内の区域

　�　鶴岡市（越後京田双見、古郡水押、古郡杉ノ崎、古郡中田、古郡長堰、古郡道橋、三和街道下、三和上早稲

田、三和西大坪、三和西田、三和早稲田、小中島下野、小中島郷ノ浜、小中島細杖、小中島小町野、小中島赤

沼、小中島中野、小中島道ノ下、小中島猫作、上藤島沖通、上藤島街道西、上藤島鎧田畑、上藤島三文字、上藤

島女郎分、上藤島上川原、上藤島村西、上藤島村東、上藤島仲通、上藤島備中下、上藤島六所畑、新屋敷越シ

前、新屋敷高田、新屋敷前田元、新屋敷芳ノ浦、須走久保田、須走郷ノ浜、須走細杖、須走柴腰、須走水尻、須

走西田、須走村中、須走筑田、須走中田、長沼宮前、長沼荒田、長沼佐渡向、長沼三屋、長沼十文字、長沼上新

田、長沼水門前、長沼川内、長沼村裏、長沼大上、長沼大坪、長沼中組、渡前下谷地、渡前砂畑、渡前太田、渡

前畑田、藤の花一丁目、藤の花二丁目、藤岡イカリ田、藤岡三千刈、藤岡小川分、藤岡西荒屋西、藤岡西荒屋

東、藤岡大西、藤岡東柳田、藤島沖ノ宮、藤島古楯跡、藤島向楯跡、藤島細杖中、藤島細杖東、藤島笹花、藤島

山ノ前、藤島四ツ屋、藤島新山ノ前、藤島新大坪、藤島新樋渡、藤島西細杖、藤島西川原、藤島川向、藤島前

野、藤島村前、藤島村東、藤島大坪、藤島中細杖、藤島鶴巻、藤島矢立、藤浪一丁目、藤浪二丁目、藤浪三丁

目、藤浪四丁目、藤浪五丁目、八色木荒落、八色木四百苅、八色木象潟、八色木色田、八色木深田、八色木西細

杖、八色木西村、八色木西野、八色木前田元、八色木大野、八色木鶴牧、八色木殿田、八色木土井ノ内、八色木

道ノ上、八色木平田、平形下川原、平形元平形、平形跨り、平形高畑、平形国分、平形桜屋敷、平形耳取、平形

小割、平形小新田、平形小町田、平形上川原、平形前田元、平形大新田、平形大坪、平形町田、平形田屋敷、平

形入三瀬、平形柳田、豊栄栄田、豊栄下川端、豊栄古鷹船、豊栄西川原、豊栄千苅田、豊栄村下、豊栄村西、豊

栄宅地、豊栄突上、豊栄豊田、野田目家ノ腰、野田目西田、野田目大坪、和名川街道上、和名川古田及び和名川

北野の区域に限る。）、東田川郡三川町（大字横山高谷地、大字横山谷地田、大字横川隠里、大字横川家岸、大字

横川重合、大字横川上小荒、大字横川新田上ノ割、大字横川新田中新田、大字横川新田藤原、大字横川大下、大

字横川中小荒、大字横内月野木、大字横内荒田、大字横内上田元、大字横内西上田元、大字横内大坪、大字横内

中上田元、大字横内東上田元、大字横内日野宮、大字横内俵田、大字加藤高山、大字加藤高畑、大字加藤赤田、

大字小尺四本田、大字小尺前田元、大字小尺村下、大字小尺大坪、大字竹原田切添、大字竹原田太刀内、大字竹

原田大東、大字堤野堀田、大字土口角崎、大字土口古荒、大字土口村上、大字菱沼村下、大字菱沼村上、大字菱

沼箕輪及び大字菱沼流の区域に限る。）及び同郡庄内町（吉方四十間、吉方主計田、吉方小縄、吉方西野、吉方

中割、吉方東野、吉方南深、吉方稗田、京島京田、境興屋前割、境興屋富慶、新田目堰内、新田目北割、新田目

裏割、西袋駅前、西袋橋之脇、西袋佐渡向、西袋深、西袋西割、西袋村西、西袋村立、西袋東廿枚、前田野目西



2

山　　形　　県　　公　　報令和４年12月27日 （火曜日） 号外（28）

令和４年12月27日印刷	 発行所	 山 形 県 庁
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前割、大野太農、大野大塚、本小野方前割、本小野方東割、本小野方内割及び本小野方南割の区域に限る。）


